
〜日常の公衆衛生活動の
延長線上にある災害時対応〜

熊本県有明保健所 兼 山鹿保健所

所長 服部希世子

令和7年12月6日（土）15時10分〜15時40分
公衆衛生ウインターセミナー2025



本日の内容

n災害時の保健医療福祉行政の役割について

n熊本地震における被災保健所の受援活動

n令和６年能登半島地震における

熊本県DHEAT第１班の活動



災害時における
保健医療福祉行政の
役割について



l災害対策基本法に基づき、都道府県及び市町村
には、災害から住民の生命や身体及び財産を保
護する「責務」があり、その責務を果たすために関
係機関等に必要な調整や指示を行う「権限」を有
する。

l被災者への支援は地方自治体の義務であり、
行政職員は全力で対応にあたることが求められ
ている。

災害対策基本法 都道府県・市町村の責務



阪神淡路大震災 1995.1.17

初期医療体制の遅れ

「避けられた災害死*」が約５００名
存在した可能性あり

「避けられた災害死* 」とは平時の救急医療レベルの医療が提供されて
いれば救命できたと考えられる災害死

（引用：国立保健医療科学院 平成27年健康危機管理研修資料 DMAT事務局）



災害時保健医療福祉活動に係るマネジメント機能
〜これまでの経緯 ①阪神・淡路大震災の教訓から〜

平成8年5月10日 厚生省健康政策局長

「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」

5.災害医療に係る保健所機能の強化

（略）災害現場に最も近い所の保健医療行政機関である保健所

において、自律的に集合した救護班の配置調整、情報の提供等を

行うこと。そのため、被災地内の保健所は、管内の医療機関や医

療救護班を支援する観点から、発災後定期的に保健所において情

報交換の場を設けるとともに、自律的に集合した医療救護班の配

置の重複や不均等がある場合等に配置調整を行うこと。

また、災害後のメンタルヘルス、感染症対策等の健康管理活動の

実施に努められたいこと。



東日本大震災 2011.3.11

（引用：気象庁「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」

ライフラインが途絶
沿岸地域の市町村や保健所が被災

保健衛生行政機能
そのものが麻痺

避難所の衛生環境整備にも相当の
時間を要した。

公衆衛生活動の遅れ



災害時保健医療福祉活動に係るマネジメント機能
〜これまでの経緯 ②東日本大震災の教訓から〜

平成24年3月21日 厚生労働省医政局長

「災害時における医療体制の充実強化について」
5.災害医療に係る保健所機能の強化

（略）保健所管轄区域や市町村単位等で、災害時に保健所・市
町村等の行政担当者と地域の医師会や災害拠点 病院等の医療関
係者、医療チーム等が定期的に情報交換する場として地域災害
医療対策会議を迅速に設置できるよう事前に計画を策定するこ
と。

平成24年3月27日厚生労働省地域保健対策検討会 
地域保健対策総合報告書
３−（３）被災地における保健調整機能の確保

災害時に保健調整役(コーディネーター)を担うのは地域の医療
資源や住民の健康ニーズ等を把握している保健所長である。
(中略）特に発災当初には、保健と医療との連携は不可欠である
が、（中略）保健所は、平時から地域の医療機関等の関係機関と
も十分な連携を確保することが重要である。



「ターニングポイントは2016年の熊本地震」
これ（熊本地震）を受け，17年には大規模災害時に派遣

される医療・保健スタッフを一体としてマネジメントする

体制構築を求める通達が厚労省から発出されています。

流れは変わり始めました。

山形県立中央病院副院長 森野一真先生
厚生労働省DMAT事務局長 小井土雄一先生
川崎市健康福祉局医務監 坂元 昇先生



災害時保健医療福祉活動に係るマネジメント機能
〜これまでの経緯 ③熊本地震の教訓から〜

（引用：平成２９年７月５日 厚生労働省大臣官房厚生科学課長「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」



被災地で起こっていたこと 〜令和２年７月豪雨〜

被災地の特徴と発災直後の状況等について

①被災地は高齢化率が高い。
（人吉市：36.1％ 球磨村：43％ 八代市坂本地区45.7％）
県統計調査課「熊本県推計人口調査」（平成29年）及び八代市総務企画部文書統計課（令和２年６月末日現在）より

②コロナ禍で、全国からの応援が厳しい状況。
→県内からの限られた人員で対応。

※自施設でのクラスター発生を懸念し、介護施設等から
被災地に派遣可能な支援者が限られていた。

「早期の」保健・福祉分野の支援が必要

13
熊本県健康福祉部唐⼾直樹 ⼦ども・障がい福祉局⻑（R3当時）作成資料より



災害時保健医療福祉活動に係るマネジメント機能
〜これまでの経緯 ④頻発する風水害の教訓から〜

令和４年７月２２日 厚生労働省大臣官房厚生科学課長、

医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局長、

老健局長

「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」

（中略）令和３年防災基本計画及び厚生労働省防災業務計画に
災害派遣福祉チーム（以下「DWAT」という。）等の整備について追加
された。また、令和３年度厚生労働科学研究の「災害発生時の分野
横断的かつ長期的ケアマネジメント体制構築に資する研究」におい
て、保健医療のみでは福祉分野の対応ができず、保健・医療・福祉
の連携が重要であるとされたことを踏まえ、保健医療調整本部を
「保健医療福祉調整本部」としたところである。



（令和5年3月DHEAT活動要領改正資料より）



u災害は、「特別」なもの、「未知」なもの。

→確かに、そのとおり。
uしかし、「災害対応＝普段の仕事の応用形」

u災害時に私たちの仕事は“変わる”？、
“拡がる”？
u災害時の保健所の役割を、 ”日常業務との
つながり”で考える。

災害対応は「非日常」ではなく、
「日常の延長」



平時の保健所業務と災害時対応は連続している

日常業務 災害時対応 共通点

感染症/食中毒発生時の情
報収集・リスク評価・まん延
防止対策

避難所の感染症/食中毒
対応、環境整備による
予防対策

健康危機管理対応

精神障がい者、医ケア児等
への個別支援

要配慮者支援 ハイリスクアプローチ
による健康支援

糖尿病対策、食育事業、
地域・職域連携事業

避難所や在宅被災者へ
の健康相談、
食・栄養支援 等

ポピュレーションアプ
ローチによる健康支援

地域医療との連携

（救急医療体制、在宅医療・
介護連携事業 等）

避難所や在宅被災者へ
の医療救護活動

医療体制（既存ネット
ワーク）の活用

調整機能（庁内、関係機関と
の連携）

本庁本部/市町村本部間
の調整、支援要請、支援
方針の共有

合意形成力、伝達力



（令和5年3月「DHEAT活動ハンドブック（第2版）」）

平時に保健所が地元職能団体と進める各種業務の知識・ノウハウは、
災害時に必要となる医療対策、保健福祉対策、生活環境対策を
包括する。

災害時の主な保健医療福祉活動と関係団体（例）



「日常の延長」とは？

u普段行っている、地域の健康を守る業務で培った
情報収集力・整理力・判断力・連携力を、
スピードと規模を拡張して行うこと。

u災害時に変わるのは、スピード・情報量・関係者の数

u災害時に変わらないのは、判断軸・平時の関係者との
信頼関係

u非日常のなかでも、日常の専門性がそのまま活きる
のが保健所の災害対応。



熊本地震における
被災保健所の受援活動



○阿蘇保健所：１市３町３村を管轄

管内人口 65,399 人

高齢化率 34.6 ％（平成26年熊本県人口調査）

○管内医療施設数

病 院：６施設（うち精神科病院１）

一般診療所：４７施設

歯科診療所：２３施設（平成28年3月31日現在）

阿蘇管内の概要

※人口10万人当たりの医師数、医療施設従
事者数も県内の11保健医療圏中、最も少なく、
医療資源も不足している地域 （「熊本地震における阿蘇保健所の活動」記録より）

小国町

南小国町

阿蘇市

産山村

西原村

高森町
南阿蘇村

阿蘇保健所



気象庁 「震度分布データベース検索」より

熊本地震 本震

2016年4月16日
01時25分



阿蘇保健所

厚生労働省

４月１６日（土）

災害時保健師派遣チーム
（４月１７日～）

市町村に
保健師さんチームを
派遣します！

南小国町

１ﾁｰﾑ

阿蘇市

６ﾁｰﾑ

産山村

２ﾁｰﾑ

西原村

５ﾁｰﾑ

南阿蘇村

５ﾁｰﾑ
高森町

１ﾁｰﾑ

いま、多くの保健師さんに来ても
らっても、困ります。
受け⼊れる余裕がありません。



救護所・保健医療⽀援チームの状況（４⽉１９⽇）

⽇⾚

国境な
き医師
団
TMAT

⾃衛隊

JMAT

・DMAT
・JMAT
・都道府県医療救護班
・⻭科医師会
・薬剤師会
・災害⽀援ナース
・災害時保健師派遣チーム
・DPAT
・世界の医療団
・地球のステージ
・JRAT
・広域リハビリテーション
⽀援センター

・JDA-DAT
・
・
・

保健医療⽀援チーム

⽇⾚

〇管内医療機関
全３６ヵ所中、
２６ヵ所再開

⽀援チームがぞくぞく阿蘇に集結
→現場が混乱



4月17日（本震翌日）、被害の大きかった南阿蘇村、西原村、
阿蘇市への保健活動支援を開始

＊阿蘇市
４⽉１７⽇〜
阿蘇保健所保健師が交代で⽀援

＊⻄原村
４⽉１７⽇〜５⽉３１⽇
阿蘇保健所保健師１名常駐

＊南阿蘇村
４⽉１８⽇〜２０⽇
阿蘇保健所保健師２名常駐

＊⽐較的被害の少ない⼩国町・南⼩国町・
産⼭村・⾼森町は、若⼿保健師と
管理栄養⼠が巡回して⽀援

阿蘇保健所 阿蘇市役所

南阿蘇村役場

⻄原村役場

課⻑



ボトルネック
・流入資源は多い

・オーバーフロー

目指すは『Just in Time ！』
マネジメントシステム

滋賀県健康寿命推進課 北川信一郎先生の資料より



4⽉19⽇（本震3⽇後）午後

阿蘇医療センター
ＤＭＡＴ活動拠点本部
中森 知毅先⽣
（横浜労災病院 救命救急センター
救急災害医療部 部⻑）

阿蘇保健所

＊ＤＭＡＴは撤収の時期に⼊りま
す。
＊今後も阿蘇地区にたくさんの
⽀援チームが⼊ってきます。
＊被災者の⽅々へ適切な⽀援を⾏う
ためには、⽀援チームのコーディネート
を担う組織が必要です。



阿蘇医療
センター

阿蘇保健所

ADRO
事務局⻑・
事務局

阿蘇郡市
医師会

阿蘇郡市
⻭科医師会

阿蘇郡市
薬剤師会

DPAT

熊本⾚⼗字
病院

各エリア
リーダー

ICT
チーム

阿蘇
警察署

阿蘇広域
消防署

阿蘇広域
リハビリテーション

センター

阿蘇郡市
栄養⼠会・
JDA-DAT

JMAT

都道府県救護班、JMAT,・・・

（阿蘇医療センター）



「阿蘇圏域災害保健医療連絡会議」（⽉１回）

阿蘇郡市医師会

阿蘇医療センター
（災害拠点病院）

阿蘇郡市⻭科医師会

阿蘇郡市薬剤師会

熊本県看護協会
阿蘇⽀部

熊本県栄養⼠会
阿蘇地域事業部

介護⽀援専⾨員協会
阿蘇⽀部

広域リハビリテーション
⽀援センター

阿蘇警察署

阿蘇広域⾏政組合
消防本部

阿蘇ブロック
社会福祉協議会連合会

熊本こころの
ケアセンター

阿蘇管内
７市町村阿蘇保健所



KUMAMOTO PREFECTURE GOVERNMENT 
医療救護活動 感染症対策

⾷中毒予防対策

医薬品の供給

要援護者⽀援

リハビリテーション⽀援

栄養⽀援

コーディネート業務

⼝腔ケア DVT対策

こころのケア・地元の保健医療機関と保健医療
活動チームが⼀体となって、
被災者の２次的健康被害を予防。
・それぞれの専⾨性を活かした
迅速・適切な⽀援を展開。



災害時（非日常）だからこそ、
地元が連携の中心、調整の主体

（「熊本地震における阿蘇保健所の活動」記録より）

南阿蘇村会議体ミーティングの様⼦

ü災害対応は特別なことではない。普段の業務をとおした
関係機関との連携・信頼関係によって、刻々と変化する
ニーズに対し、優先順位をつけて対応していくことがで
きる。



令和６年能登半島地震
熊本県DHEAT第１班の活動



活動期間：令和６年１月５日（金）〜１月１１日（木）



第１班の活動目標

• 輪島市保健医療福祉調整本部の体制づくり

→市保健福祉部局/市統括保健師の状況確認、支援

→DMATを始めとする支援チームの活動状況確認、連携

→地元関係団体の状況確認、連携

• 輪島市で活動する保健師チームの受入れ体制づくり

→避難所の状況確認、市統括保健師等と優先対応エリアの検討

→啓発資材、オリエンテーションの準備

輪島市被災者の二次健康被害の最小化
輪島市保健師はじめ職員の支援



第１班 活動３日目（１/7 day6）

n 輪島市ふれあい健康センター

（熊本県DHEAT第１班撮影）



輪島市保健福祉部局の状況

①輪島市指揮系統
l保健部門の管轄は子育て健康課
（職員数25人、うち13人が出勤可）
l課長（町野地区在住）は出勤できていない（1/7時点）
l保健師は５人、うち３人出勤（1/7時点）
l管理栄養士は１人（出勤できていない）（1/7時点）
l健康福祉部長は市役所内で勤務

②カウンターパート
l統括保健師：〇〇保健師（ふれあい健康センターで勤務）
l保健師：〇〇保健師（ふれあい健康センターで勤務）
lふれあい健康センターは413人避難(1/7時点)の避難所であり、
センター内対応に追われている。

第１班の活動 CSCAの確立

（熊本県DHEAT第１班作成資料 一部追記）



第１班の活動 CSCAの確立

輪島市統括保健師との打ち合わせ

üふれあい健康センター内の避難者へ
の対応も重要だが、輪島市全体を見
渡し、被災者に対する健康支援活動
を行なっていくことが大切。

ü地元の関係機関、支援チームと連携
しながら活動ができる体制づくり。

ü明後日には他県の保健師チームが５
チーム支援に入るため、活動調整が
求められる。

活動方針について共通認識

（熊本県DHEAT第１班撮影）

ü発災当日からセンター内で避難
所運営に従事。

ü避難所泊や車中泊で休みなく、
睡眠時間は毎日数時間程度。

ü夜間も徘徊する高齢者へ対応。



第１班の活動 CSCAの確立

関係機関の状況

①医療機関の稼働状況（災害拠点病院；市立輪島病院、診療所17箇所）
lふれあい健康センター内に市医師会事務局あり。
l稼働している状況は別添のとおり。
（※1/10時点 診療所６箇所、通常診療×、処方のみ）

②薬局、歯科医院（12箇所）の稼働状況
l 1/7時点では稼働なし。

③石川県薬剤師会
lモバイルファーマシーが２～３日後に配備予定、OTC（一般医薬品）
を避難所に配置予定。

④訪問看護ステーション（1/8時点）１箇所;通信不可、1箇所;職員は
  避難所にいる。

（熊本県DHEAT第１班作成資料 一部追記）

ü 能登北部保健所圏域では、能登北部医師会/石川県歯科医師会輪島支部/石川
県薬剤師会能登北部支部と、輪島市独自の団体はない。

ü 輪島市３師会のキーパーソン→統括保健師から情報収集。



第１班の活動 CSCAの確立

ü 保健医療福祉活動チーム等
の活動状況



第１班の活動 CSCAの確立

第１回 輪島市保健医療福祉調整本部会議の開催（1/11 day10）

・⼦育て健康課（課⻑、統括保健師）
・医師会（輪島市開業医）
・⻭科医師会（輪島市開業医）
・能登北部保健所（健康推進課⻑、事務次⻑）
・DMAT（本部⻑、各リーダー）
・DHEAT（熊本、滋賀）

（熊本県DHEAT第１班撮影）

n 地元行政組織、地元関係団体、支援
チームによる会議体

ü各団体から活動内容、現状の報告
ü課題や対応方針、対応の優先順位の
共有

üニーズと限られた支援とのマッチング

今後、参加団体を増やしながら、
徐々に、支援者から地元による
調整へ。

地元が連携の中心、調整の主体



令和７年８月１０日からの大雨
被災市町保健活動支援



（引用：令和７年８月熊本県「８月１０日からの大雨に関する被害状況と本県の対応）



有明保健所管内（６市町、うち災害救助法適用３市町）
被害状況等

ライフライン 停止なし

人的被害 なし

住家被害 全壊１世帯、半壊204世帯
医療機関・薬局・歯科医院 通常機能

３師会 通常機能

高齢者施設 １箇所のみ、床上浸水により垂直
避難

避難所開設 １ヶ所（最大６名）



l特徴

・住家被害（床上浸水）は２００世帯ほどあるが、避難所避難
者数は少なく、被災者の多くは「在宅」だった。

・ボランティア不足。

・ライフライン、保健医療介護サービスは概ね通常。

l課題

・被災者のニーズが見えにくい。支援が後手に回る。

（家は使えるが室外機が使えない、熱中症や車中泊の懸念など）

・要配慮者の状況把握

・浸水世帯における中長期的な健康問題

（被害を受けた住宅に住み続けることによる心身の負担、皮膚掻痒、
呼吸器症状等）

令和７年８月１０日大雨対応からの示唆



（引用：令和６年１０月７日令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第７回）
「命と尊厳を守る防災政策の提案」跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授 （一社）福祉防災コミュニティ協会代表理事
内閣府被災者支援のあり方検討会座長 鍵屋一先生）



（引用：令和６年１０月７日令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第７回）
「命と尊厳を守る防災政策の提案」跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授 （一社）福祉防災コミュニティ協会代表理事
内閣府被災者支援のあり方検討会座長 鍵屋一先生）



引用：令和５年１０月６日内閣府防災 避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会（第３回）
「在宅避難者・車中泊避難者の状況把握について」



引用：令和５年１０月６日内閣府防災 避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会（第３回）
「在宅避難者・車中泊避難者の状況把握について」



非日常を支えるのは、日常の積み重ね

u災害時に急に強くなる保健所はない。

・平時に弱いところは、災害時にはより顕在化する。

・災害時は実際の支援や調整を通じて、組織の成長の機
会となり得る。

u日常の連携・信頼関係が、最大の防災。

u私たちの日常業務が、将来の被災地を支える。

・１つひとつの業務について、しっかり勉強する。

・会議で関係者と顔見知りになる。

・関係機関との懇親会で、雑談をたくさんする。

・地名/地区組織活動/キーパーソン/健康課題など、
地域をよく知っておく。



u信頼関係＝「心を込めること」

≠「うまくやること」

u成果だけでなく、どのように向き合ったか、誰と支え合っ
たか（プロセス）に価値を見出す。

u相手のために、時間や手間を惜しまない。

・相手が困っているときは、自分の役割から一歩踏み出し
て、一緒に考える（解決しないとしても）。

・相手が気持ちよく受け取れるように意識する（相手に分
かりやすい資料を作る、電話対応を誠実にする、など）。

・感謝や敬意の言葉を口にする。



平成２８年度熊本県阿蘇保健所職員一同



ご清聴ありがとうございました

「すべては被災者のために」


